
 
 

裁判員経験者と有識者との意見交換会議事概要 

日時  平成２３年１２月２１日（金）午後４時から午後６時 

場所  東京地方裁判所大会議室 

裁判員経験者は，着席順に「１番」等と表記した。 

 

岡田雄一東京地裁所長（以下「司会者」と表記する。） 

 裁判員経験者の皆さま及び有識者懇談会の皆さまには，お忙

しい中，本日の意見交換会にお集まりいただき，誠にありがと

うございます。私は，東京地方裁判所の岡田雄一と申します。

この会の趣旨のご説明を兼ねて一言ごあいさつを申し上げます。 

東京地裁では，かねて実際に裁判員裁判を経験された方で，

お差し支えのない方々に集まっていただきまして，裁判員裁判

を担当する立場の東京地裁の裁判官，東京地検の検察官及び在

京弁護士会の弁護士の方々との意見交換会を行う機会を設けて，

経験された裁判員裁判に関する率直なご感想，ご意見をお伺い

して意見交換を重ね，それを受けて法曹三者において反省と検

討を重ねて，裁判員裁判をよりわかりやすいものにするための

それぞれの取り組みに生かしているところであります。 

ところで，最高裁判所においては，裁判員制度の運営等に関

する有識者懇談会が設置され，平成２１年１月の第１回懇談会

が開かれて以降，各界から選ばれた委員の方々が，裁判員裁判

のあり方等についてさまざまな角度から議論を重ねておられま

す。 

そこでこの際，有識者懇談会の委員の方々と東京地裁の裁判

員裁判を経験された方々との意見交換の機会を持つことも大変

有意義であるというふうに考えまして本日の意見交換会を企画
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いたしました。 

本日おいでいただいた裁判員経験者の方々は，これまで行わ

れた裁判員裁判で裁判員を務められた方々の中からできるだけ

事件の種類や審理の内容等が偏らないように留意しながら，順

次，意見交換会にご協力いただけると思われる方々にご連絡を

差し上げて，日程の調整が可能であったここにいらっしゃる８

名の方々にご出席をお願いしたものであります。 

本日の意見交換会では，恐らく裁判員裁判における審理のあ

り方や評議のあり方などが委員の方々の主たる関心事になるの

ではないかと思われますが，それ以外の問題点も含めて裁判員

経験者の方々には，担当された裁判員裁判に関する忌憚のない，

むしろ辛口のご意見をお聞かせいただければ，今後の裁判員裁

判をよりよいものにするための有識者懇談会の議論や，私ども

実務家の検討作業に大いに資するものと期待しておりますので，

どうかご遠慮なくお考えやご感想を述べていただきますようお

願い申し上げまして，私の開会のごあいさつとさせていただき

ます。 

本日の意見交換会にご出席の裁判員制度の運用等に関する有

識者懇談会の委員の方々を，５０音順に簡単にご紹介をさせて

いただきます。 

まず，労働政策研究・研修機構特任研究員の今田幸子委員で

す。 

次に，最高検察庁公判部長兼裁判員公判部長，岩橋義明委員

です。 

続いて，お茶の水女子大学客員教授・名誉教授，内田伸子委

員です。 
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続きまして，第二東京弁護士会弁護士，小野正典委員です。 

続きまして，右手にまいりますが，京都大学大学院法学研究

科教授，酒巻匡委員です。 

続きまして，中央大学法科大学院教授・法務研究科長，椎橋

隆幸委員です。 

 続きまして，学習院大学法科大学院教授龍岡資晃委員です。 

 続きまして，ジャーナリストの桝井成夫委員です。 

 続きまして，有識者懇談会にオブザーバーとして出席してお

ります東京地方裁判所の刑事部所長代行者の河合健司判事です。 

 次に裁判員経験者の方々をご紹介いたしますので，簡単に裁

判員経験者の方々から，ごあいさつかたがた，感想などありま

したら，短い時間で結構ですので，述べていただけますでしょ

うか。 

 まず１番の方ですが，現住建造物等放火事件，これは自白事

件であったようですが，これをご担当いただきました。職務従

事日数は４日ということでございます。 

１番 

裁判員として４日間，務めさせていただきました。当初はで

すね，周りにまだ裁判員として選ばれた方が１人もいらっしゃ

らなくて，私の勤める会社でも初だったということから，わか

らないこともたくさんあったんですけれども，しっかりとした

フレームワークの中でしっかりと議論させていただいたと記憶

しております。よろしくお願いいたします。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

 続きまして２番の方は，強盗致傷，強盗，窃盗等，合計８件
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の事件を担当になりました。否認事件であったようですが，職

務従事日数は１１日ということでございます。 

２番 

 私は学校を出ましてから６４歳まで会社員として同じ会社に

勤めておりました。その間，ほとんどが管理部門の仕事でした

ので，常に公平に判断をするということを上司からも教育を受

け，自分なりにもそれを自分自身で言い聞かせながら，６４歳

まで働きました。 

 その後，２年前に退職してから，現在は防犯活動をしている

団体の役員として，防犯ということに関して日頃から意識を持

ちながら過ごしておりまして，今回裁判員制度で裁判員に選ば

れて，非常に私自身関心を持って，そして公平にこのお役に取

り組みたいと思いながら勤務したつもりでございます。以上で

ございます。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

３番目の方は，強盗致傷，内容的にはタクシー強盗であった

ようですが，自白事件で職務従事日数は３日と伺っております。 

３番 

 小学生の子どもを持つ母親です。裁判員に決まったときに，

私の母に伝えたら，大変なことを引き受けることになったねっ

て，すごいがっかりしたように言われてしまいました。で，私

の主人は，すごいうらやましい，俺が代わりに行きたいという

ふうに言ってました。で，私自身は貴重な経験をさせていただ

くので，ありがたいと思って，引き受けさせていただきました。 

司会者 
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 ありがとうございました。 

４番目の方は，強姦致傷と住居侵入でございますね。そして

これはちょっと珍しいですが，区分審理が行われた事件のよう

でありまして，否認事件でありました。職務従事日数は９日と

伺っております。 

４番 

 はい。ただ今紹介にあずかりましたとおり，非常にちょっと

罪名としては重い事件をやらせていただきました。我々裁判員

が呼ばれて，裁判員というものを初めて経験してみたんですけ

ども，９日間の活動の中で私としては被害者のほうの感情に基

づいた量刑なり判断を下すことができたと思っており，いい，

非常に有意義な制度だと思っています。 

 今日は，プロの方々も参加して，いろんな貴重な意見を聞け

ると思うので，非常に楽しみにしております。よろしくお願い

いたします。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

５番目の方は，強盗致傷と強盗未遂，コンビニ強盗２件のよ

うですが，自白事件で，職務従事日数は４日と伺っております。 

５番 

 人の人生に関わることでしたので，私としては，犯行もさる

ことながら，その人の背景ですとか人間関係まで，自分の中で

は初めてといっていいほど，人のことについて一生懸命考えさ

せられました。すごく貴重な時間をいただいたと思っておりま

す。以上です。 

司会者 
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 続いて６番の方は，覚せい剤取締法違反，関税法違反事件，

３件ということで，否認事件であったようですが，職務従事日

数は１９日というふうに伺っております。どうぞ。 

６番 

 私の場合，１９日という非常に長期間であったため，属して

いる職場の周りの人たちには非常に迷惑をかけたんですけれど

も，個人的には非常に勉強することが多くて，法律の考え方と

か，自分の世界が非常に広がって，大変いい経験をさせていた

だいたと思っております。よろしくお願いします。 

司会者 

 ありがとうございました。 

続いて７番の方ですが，現住建造物等放火の自白事件で，職

務従事日数は４日と伺っております。どうぞ。 

７番 

 よろしくお願いいたします。裁判員制度ということで，私の

日常からは，非常に非日常というか，やはり選ばれたというこ

とに関しては正直，驚いたというかですね，ただ，どうせやる

からには，ぜひ最後までやりたいなという気持ちが出てきたの

も正直なところです。 

私が担当させていただいた事件というのは，家族とのトラブ

ルでお父さんが家に火をつけるというような話だったんですが，

私も親として，自分の日常と重ねてというか，そういう人の人

生を見ることができて，私の人生に合わせたときに，自分がど

うなんだと，改めていろいろ考えさせられる機会ということで，

いい経験をさせてもらったと思っております。 

司会者 
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 どうもありがとうございました。 

 最後に８番の方ですが，殺人の否認事件で，職務従事日数は

４日と伺っております。どうぞ。 

８番 

 はい。私は娘がおりまして，会社員をやっております。職務

日数は４日間と短かったこともありますし，私も管理部門です

ので，仕事の都合がつけやすかったこともありまして，職場の

理解は非常にスムーズに得られたかなと思います。 

妻と，実は，裁判員の制度について非常に昔からよく話をし

ていて，もし選ばれたらすごいねと，むしろ妻のほうが本当に

行きたがっていたんですけれども，私のほうが当たって，非常

に残念がってました。 

正直に話せない程度に，家族ですが，そこは意識したつもり

なんですけども，かなり細かく話をしていました。 

 私の友人でも，やっぱり興味があるという人間が結構いまし

て，個人名，当然そういうところは気をつけながら，どういう

感じで話をしたのかと，どういう感じで裁判員制度で動いてる

のかといったところを話したところ，結構，皆，感心して聞い

てもらえたというか，非常に興味を持っている方は多いなとい

うふうに思いました。非常に貴重な経験をさせていただいたと

思っております。今日はよろしくお願いします。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

では，これから，意見交換に移ります。 

基本的には有識者の委員の方々からご質問を承った上で，そ

のご質問に即して意見交換を進めてまいりたいと思っておりま
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す。どなたからでも結構ですので，委員の方からご質問をいた

だけますでしょうか。 

それでは，酒巻委員，どうぞ。 

酒巻委員 

 皆様，今日は貴重な機会をありがとうございました。私は京

都大学で刑事裁判を専門に学生に教えている者です。お聞きし

たいことは多くあるのですが，特に３番の方と５番の方におた

ずねします。ご紹介にあったように，担当されたのはそれぞれ

強盗という重大事件ではありますが，被告人のほうは最初から

罪を認めている，そういう事件でしたね。 

そうすると，恐らく，例えばタクシー強盗の被害者の方とか，

あるいは，コンビニ強盗の襲われた店員さん，そういう被害者

の方は実際には法廷に来なくて，代わりに警察とか検察で作ら

れた被害者の調書というのが法廷で読まれたんじゃないかと思

うのです。こういう事件だと，証人は来ない。被告人はしゃべ

ったかもしれませんけど。 

そこで，お聞きになって，事件が単純であれば，調書の読み

上げはわかりやすかったのかもしれませんけれど，やっぱり本

当に被害にあったご本人が法廷に来て，証人として話を聞いて

みたいなと思われるのではなかろうかと，私は想像してるので

すが，そのあたり，どのようなご感想をお持ちになりましたで

しょうか。被害者がその場にいなかったということについて，

どのように思われたかということをお尋ねしたいと存じます。

よろしくお願いします。 

司会者 

 今のご質問は，とりあえず３番の方，５番の方ということな
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んですが，３番の方，被害者の方は証人でいらっしゃっていた

んでしょうか。 

３番 

 いらっしゃいませんでした。 

司会者 

 それでは，その点について，どんなご感想を持たれたかとい

う今のご質問のようなんですが，いかがでございましょうか。 

３番 

 そうですね。もし，いらっしゃったら，もっと被害者のほう

に気持ちが，そういうような判決に，評議のときにそういう雰

囲気になったのかもしれないんですが，ま，とりあえず被害者

の方の被害状況の写真を見たり，その写真を見ることで，気持

ちを推しはかるというような感じだったんですが，やっぱり生

の声を聞くと，もっと，もう少し罪を重くしたほうがいいんじ

ゃないかというふうな気持ちになっちゃったかもしれないです。

あとは，本人の気持ちをもっと聞きたかったのはありますね。 

司会者 

 同じことですが，５番の方，いかがでしょうか。 

５番 

 はい，私の場合も，ビデオと写真と手紙というのがございま

したので，被害にあわれた方の今の精神状態とかも書かれてま

したので，やはりその辺はいらっしゃらなくても，考慮はでき

たとは思います。でも，もしいらっしゃるとしたら，その被害

者の方のあとあとの気持ちとかを考えると，ちょっと私は，出

てこなかったほうがよかったのではないかなというのは思いま

す。 
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酒巻委員 

 写真とか，そういうのがあったとは思いますが，被害の状況

については，検事さんが，その方たちのしゃべったことを記録

した調書を読んだんじゃないかと思うんです。そのようなやり

方については，どのように思われましたか。やっぱり被害を受

けたご本人から直接話を聞きたいと思いませんか。 

５番 

 そうですね。でも，十分手紙でも，ええ。ただ，読まれる方

はずっと感情なしに読まれますので，そういう点ではやはり，

ご本人の，そういうふうに言われると，声なり，録音ですとか，

そういった部分でも確かにいいのかなということは思います。 

司会者 

 では，桝井委員，どうぞ。 

桝井委員 

 桝井と申します。私は，ジャーナリストということになって

ますけども，新聞社に勤めておりましたころ，司法記者という

のがありまして，この建物の下のほうでありますが，よく歩き

回っていたという経歴です。 

私は，否認事件で２番の方と６番の方にお伺いしたいと思い

ます。否認事件は，大変また難しい事件で，検察側が立証し，

あるいはそれを否認されるという経過がありまして，その中で，

どのようなところが，振り返られて一番理解がしにくかった，

あるいは理解した後には，どこで一番この事実関係を決めると

きに，悩まれたか，それをかいつまんでお話しいただければと

思います。 

司会者 
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 それでは，順番に２番の方から，今のご質問に，何でも結構

です。多少広がっても結構ですので，どうぞ。 

２番 

 まず，私は，私が参加しました裁判の中で，裁判というのは，

１つのその事件が，すべて解決するものではないなということ

を実感したんですね。 

それは，被告人が強盗するに当たって，ほとんど情報屋から

情報を得て動いているけれども，その情報源を最後まで言わな

い。秘匿する。しかし，それは黙秘権があるから，許されてい

るのかもわからないんですけれども，その辺に対して検察官が

もっと何かアプローチできないのかとか，そういうことに非常

にもどかしさを感じました。 

ですから，この制度は非常に重要だなと，ただ，全くの法律

の素人が参加するわけですから，非常に最初の発言なんかも，

若干の躊躇が私なんかもあったんですけれども，それを解消す

るのは，裁判官との信頼関係だと思うんですけれども，裁判官

が庶民目線で裁判員に接してくれるということが大切だなと思

いましたですね。 

幸いにして，私の場合は，昼食も安い弁当を一緒に食べなが

ら，裁判とは全然関係のない趣味の話とか，そういうことをす

るということで，ああ，この方は，裁判官というのは，何か堅

物みたいな印象を持っていたけども，全然違うんだなと，そう

いう印象から，こちら側の本音も言いやすくなったなというふ

うに思います。 

ですから，やはりこの運用ということで，進行する裁判官の

手腕というのも，非常に大切だなというふうに思います。以上
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でございます。 

司会者 

 合わせて，例えば進行や，それから事案の内容が理解しやす

かったかどうかというあたりは，いかがでしょうか。こういう

点ちょっと工夫してほしかったとおっしゃりたいのか，それと

もこの辺は非常にわかりやすかったというお話なのか，そのあ

たりいかがでしょうか。 

２番 

 進行係も，裁判長，そして陪席の２名の裁判官の方なんかも，

不明な点に関する説明というのが非常に丁寧だったですね。 

ただ１つ，私が困ったなと思ったのは，用意された資料を自

宅へ持って帰って勉強できないわけです。全部置いて帰る。そ

うしますと，私，先ほどの最初の自己紹介のときにちょっと出

ましたですけども，管理部門の仕事をずっとやってきて，公平

にやるということは，確実性に重きを置くということでやらな

きゃいかんなというふうに，自分自身で今日まで納得してきた

んですけども。 

そうしますと，最後の判決を議論するときに判例集みたいな

のを用意されてたんですけども，類似事件の判例集みたいなの

を用意されたんですけど，それも理解するのに時間も必要だし，

私は年齢的になかなか頭も固くなってきてるんで，私は個人的

に朝，地裁の開門が８時間半だったので，８時半に開くとすぐ

に評議室に行って，係の人に開けてもらって，それを読んで，

というようなことをしたんです。 

これを早朝の自習時間，それから，今日はこれで解散ですと

いっても，あと１時間はこの部屋で勉強してもいいよとかいう
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ようなことを工夫しといたほうがいいんじゃないかなと思った

ですね。私は個人的にもサラリーマンのときに，会議があると

きでも早く行って，書類を読み直したりとか，そういう癖がつ

いていたので，今回も同じようなことをしたんですけども。 

私ぐらいの年になったら，厚かましくなるんで，事務所へ行

って，評議室を開けてくれなんてことを平気で言えるようにな

ってるもんですからね。でも，女性の方なんかも，そういうこ

とをしたいと思ってた方もいらっしゃるかもわからないと思い

ますので，その辺は一考していただければいいんじゃないかな

というふうな気持ちを持っております。以上です。 

司会者 

 ありがとうございました。 

では，６番の方，職務従事日数がかなり長かったようですが，

わかりやすかった点，あるいはわかりにくかった点も含めて，

感想を述べていただけますか。 

６番 

 はい。否認事件ということで，被告も否認している。で，検

察が呼んだ証人も法廷に出てきてから証言をひっくり返すみた

いな状況で，すごい荒れたんですけれども。 

 その中で証拠に基づいて評議を進めていかなければならない

というところで，暴力団絡みの事件だったので，やはり裁判員，

６人いたんですけれども，かなり先入観を持ってしまって評議

を進めがちな部分があって，そこで，いろんな証拠を総合的に

考えるという発想になりがちなんだけれども，証拠１つ１つを

どういうふうに判断するかという手続というのが，やっぱり一

般の人，私も含めて，考え方としては慣れてないんで。 
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 ただ，そういうところで裁判長，裁判官にいろいろ教えても

らいながら，最終的には適正なというか，ちゃんとした評議と

して結論が出せたのかなというふうに考えています。 

司会者 

 桝井委員，いかがでしょうか。さらにまた，続けてご質問が

あれば。 

桝井委員 

 ６番の方にお伺いしますと，なかなかこれ難しい事件ですよ

ね。非常にね。否認でもあるし，長い時間。そしてまた，検察

もかなり立証も難しいと思いますし，かなり書面による要する

に供述というか，含めて，かなりそれを使わざるを得ないよう

なことがあると思うんですが，それを聞かれながら，あるいは

どのように立証したのか，私，わかりませんが，それを，理解

を含めていかがでしたでしょうか。 

司会者 

 要するに，法廷での証拠調べ，証人の尋問等があったと思う

んですが，それがすうっと頭に入っていったかどうかというあ

たりをご質問だと思うんですが，いかがでしょうか。 

６番 

 証拠の点数も非常に多かったし，その書面も途中から，陳述

調書を証拠採用するような要望が上がってきてとか，どんどん

増えていったりもしたんで，そういう部分の理解というのは非

常に難しかったです。 

事件が３つあって，その３つを全部，それぞれについて考え

なくちゃいけないという部分で数も膨大でしたし，ですから，

評議のときにはホワイトボードを使って，何日もかけて１個１
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個整理しながらやっていって，それでようやく理解できた，も

しくは理解できたというふうに思い込んだというようなところ

だと思います。 

岩橋委員 

 最高検の岩橋でございますが，６番の方，恐縮ですけれども，

覚せい剤の密輸事件を担当されたということなんですが，覚せ

い剤の事件というのは，市民の感覚とはちょっとかけ離れたと

ころの事件であって，裁判員裁判にふさわしくないんではない

かという意見もあるんですけれども，しかも今，お聞きしてい

ると，非常に負担が大きいと，特に否認事件であって，わかり

にくい部分もあるということで，そのあたりの率直なご感想を

お聞かせ願えればと思うんですが。 

６番 

 期間が長期だったんですけれども，その覚せい剤事件，関税

法違反とか，そういった部分については，直接的な被害者が見

えないという部分では，参加した裁判員，皆，ちょっと言い方

は不謹慎かもしれないですけれども，気が楽だねというような

話をしていました。 

 こういう事件だから被害者が見えないから，楽だけど，これ

が強姦致傷とか，そういった事件だったら，どんなに大変だっ

たろう，殺人でなくてよかったねみたいな話はしたんですけど

も。 

 ただ，最終的に，最後の判決を出すときには，やはり最後ま

で否認し続けていた被告だったんで，やってないと最後まで言

われると，ちょっと心にどうなんだろう，負担になる部分はあ

りました。ただ，すぐに控訴してくれたんで，そういう部分で
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は，皆楽になったと思うんですけれども。 

司会者 

 覚せい剤の事件を裁判員の方々が扱うことについて，どうい

うようなご感想ですかという点について，何かご感想がおあり

でしたら，どうぞ。 

６番 

 話し忘れてしまって，すみません。市民感覚からずれてると

いう指摘の部分については，確かに身の回りにないことなんで，

ずれているし，裁判員の中でも，量刑の判断をするときにかな

り幅の振れがありましたね。 

そういう意味では，扱いづらい分野の事件だというふうには

感じましたけれども，ちょっと話が広がりますけども，裁判員

制度の目的の中に，もし司法というものが身近に感じられると

か，何かそういう部分があるとすれば，そういった事件であっ

ても，裁判員を経験する人が増えることは悪いことじゃないな

というふうに思いました。 

司会者 

 どうもありがとうございました。そのほかの委員の方でご質

問，ありますか。 

小野委員 

 小野でございますが，今の６番の方，それから，先ほどのち

ょっと長かった２番の方，またお尋ねしたいんですけど，証拠

の中に証人尋問という形で，証人の証言もあったのではないか

と思われますし，調書が読まれたというものも，両方あったの

ではないかなというふうに思うんですけれども，皆さん方がお

聞きになっていて，証言のほうがやっぱりわかりやすいのか，
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調書でもそれなりにわかるのか，あるいはわかりにくいのかと

いうような感想がもしあれば，お聞かせいただきたいんですが。 

司会者 

 ２番の方，まずどうぞ。 

２番 

 やはり，証人で出てこられた方に，検察官，それから弁護人

がいろいろ質問するということは，やっぱり争点になっている

部分に対する質問に当然入ってくるわけで，そこをどういうふ

うに発言するかということで，非常にわかりやすいと言います

か，言葉は悪いですけれども，ごまかそうとしているのかとか，

その辺の細かいニュアンスというのが，直接聞くほうがよくわ

かると思います。 

これも質問する人の腕もあると思うんですけれども，上手に

質問される方は，やはり逃がさないというんですかね，ごまか

しても無理だぞというようなことが言外に表れてるような感じ

は，何度も私は受けましたんで，それを裁判官，それから裁判

員の目の前で，そういうことを実際に見聞するということは，

非常にわかりやすくてよかったと思います。 

調書だと，やはり，どうしても抑揚なしに，文書のみ把握す

るというんですか，ということは，事実関係だけが，これは事

実じゃないのもあるのかわかりませんけれども，その文言だけ

で把握するのと，ちょっと重みが違うなというのが率直な感想

です。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

６番の方，重ねてお願いいたします。 
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６番 

 証言と調書なんですけれども，私が担当した事件では，証言

がいきなりひっくり返って，かなりうそばかりに聞こえるよう

なことを言ってしまったので，調書を証拠として後から採用を

求められるというような状況があったので，証言自体，目の前

に人がいるということのわかりやすさ，ただ，それと同時に暴

力団関係だったんで，法廷で証言をひっくり返すとか，たまに

あるようなんで，そういった部分で本当かうそかの判断は難し

かったと思います。 

ただ，調書のほうについても，検察官が作った調書というの

が，話ができ過ぎてるような部分もあって，ストーリーとして

はわかりやすいんだけれども，腑に落ちない，納得できないと

いうような意見が聞かれた部分もあって，そういう部分で，ど

ちらがわかりやすいとか，どちらがいいとかというのは，一概

に判断はできませんでした。 

司会者 

 ありがとうございました。 

４番の方も，否認事件で，職務従事日数が長いようなので，

多分，証人を調べられたと思うんですが，同じ質問でいかがで

ございましょうか。どういうご感想だったでしょうか。 

４番 

 そうですね。供述か調書か，どっちのほうがいいのかという

感じなのかな。そうですね。確かに２番の方がおっしゃるよう

に，調書だと，もう事実関係をずらずらと字面で説明を受ける

という感じに，どうしてもなりがちなんですが，本人が出廷し

た上での供述という時間がありますと，私の事件の場合，強姦
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というのがありましたんで，いろいろ，どういう心情でその犯

行に至ったのかとかいうのを聞いた上で，量刑に反映しようか

なという気も出てきますし，私もやはり，どちらが効果的なの

かなと聞かれたら，迷わず，供述というか，証言のほうが上と

いっちゃ変ですけれども，優位性が高いのかなというふうに私

は思っております。 

司会者 

 ありがとうございました。 

否認事件ということになりますと，８番の方も否認事件だっ

たと思うんですが，これは職務従事日数が短いんで，証人はな

かったんでしょうか。 

８番 

 はい。証人は出廷しなかったですね。確かに，供述調書等は

ありましたけども，私が担当した事件は，ほかに誰もいない，

被告人と被害者だけという中でしたので，状況証拠といいます

か，その前後関係でどんな生活をしていたかということに関し

ての供述調書といいますか，周りの，近隣の方の証言とか，そ

ういうのはありましたので，感情が入る，入らないといったこ

とでの違いというのは，今，ご質問があったような感じのこと

では，一切差は感じていませんですね。 

司会者 

 供述調書だけで，書面だけで，心証形成をしなければならな

かったということについて，どういうご感想がおありか，もし

あれば述べていただきたいんですが，いかがでしょうか。 

８番 

 はい。そういった意味では，事件関係者の供述調書というの
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は，被告人本人のみということになると思うんですが，被告人

は当然目の前に座っていますし，一応，否認は否認なんですけ

ども，私の担当事件の場合は，本人がやったことに関しては明

確な否定はしていないという，要は誰が考えても，この人です

よねという状況の中で，ただ，本人は覚えていないという意味

で否認をしておりましたので，そういった意味では，何という

んですか，無意識にやったかどうかとか，正当防衛が成立する

のかどうかとか，そういったところが，割と論点になっていた

かと思います。 

で，本人はもちろん，やったのは自分かもしれないけれども，

覚えていませんという理由でもって否認をしてました。そこは，

もう検察官の方が出される後といいますか，状況証拠の積み上

げの中でこれだけのものが揃っていて，なお本人が知らないと

言い張るという，そういう話がメインでしたね。 

むしろ本人が法廷でお話をされる証言を実際に聞いても，本

人はそう思いたいんだろうなというのを決して否定はしないん

ですけども，有利に働いたかどうかといいますと，かえって，

ちょっと反対に働いたんじゃないかなというふうに感じます。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

 今のお話の流れで，さらに追加してお聞きになりたいのでし

ょうか。今田委員，どうぞ。 

今田委員 

 裁判員制度というのは，市民感覚を裁判に導入すると，持ち

込むという感覚でという，そこは重要なポイントで，皆さんが

それに参加されてということなんですが。 

 - 20 - 



 
 

事件によって，厳しい事件もあるということなので，ぜひお

伺いしたいと思ったのが，特に４番の方と８番の方，そういう

意味では内容から言って，我々市民が日常的に関わらないよう

な，そういうかなり厳しい事件であったと思うんですが。 

そのときに市民感覚をこれに持ち込むというときに，個人的

な感情とか，罪に対する何と言いますかね，意識とか，犯した

人に対する非難するような，個人的な気持ちだとか，いろいろ

あると思うんですけど，そういうものをこういう事件で，裁判

員として関わらざるを得なかった状況で，どのような感じだっ

たのか，感想だったのか。 

かなり厳しい状況だったのか，そういうのはきちっとある程

度コントロールできて，事実関係をきちんと理解すれば，そう

いうものはそれほど問題なく，一般市民の感覚を持った上で，

そういうことに臨めるものだったのかどうか，そのあたりをお

聞かせいただけたらと。特にほかの方もご意見があったらいい

んですけど，特に４番と８番の方，いかがでしょうか。 

司会者 

 それでは，４番の方，どうぞ。 

４番 

 そうですね。個人の感情とか，そういうところは，多分私が

一番聞かれるのかなって思いながら，今日来たんですけども，

結論から申しますと，私の事件の場合は強姦でしたけども，こ

んなやつ去勢するしかねえだろうとか，そういう個人的な感情

はなく，事実をまず知り，この被告の場合は，１０件ぐらい同

じような事件を犯してたというのもありましたんで，そこの大

変な事件を客観的に見て，裁判官からのアドバイスとして，過
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去にもっとひどい，こんな事件もあったんだぞっていうのも聞

き，客観的に判断した上で，私としては量刑をこの年数という

のは，意見として申し出た次第ですので，そこら辺は余り個人

的な感情が前面に押し出て，いやあ，そんなの納得できないと

いうことは，私の場合にはありませんでした。非常にそこら辺

はコントロールできてたと思っております。 

司会者 

 こういう重い類型の裁判に関わること自体の葛藤といいます

か，そういうことを多分，お聞きになったんだろうと思うんで

すが，その点はいかがでしょうか。 

４番 

 最初の招集日ですかね，のときに事件の内容を初めて知った

わけですけど，正直，私は最初に思ったのは，殺人事件じゃな

くてまだよかったかなというのはあります。残虐なそういう写

真を見ることも特にはないのかなと。 

ただ，やはり被害者が女性ばかりということもありますし，

最大の屈辱を味わされているわけですから，そういうのを何件

も犯しているという事件だということがわかったときには，非

常に気が重かったですし，拘束日数９日のうちの最初２日，３

日というのは，その１０件ぐらいの事件の犯行態様の説明だけ

で１日終わるような日もありましたから，正直，そういう日は，

覚悟はしていたとは言え，かなり気が重くなりましたね。ちょ

っと外に出ても，あんまり女性の顔，見づらいなということは

ありました。 

でも，最後のほうには，そういうのが，滅入った気持ちで活

動に参加するということはなかったですし，これも言っちゃな
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んですけど，慣れというか，何日かやってるうちに，そこら辺

は客観的に判断できるように，私の場合はなりました。 

司会者 

 ありがとうございました。 

では，８番の方，どうぞ。 

８番 

 事件の内容から言って，まず心理的負担があったかどうかと

言いますと，最初に殺人事件の担当ということを知ったときに

は，やはりそれなりに，あ，これは大変な事件なんだなという

ふうには感じました。ただ，私が担当した事件の場合は，被告

人と被害者との間のそれまでの関係性からいって，非常に同情

する事情も，多分にあった事件だったと思います。 

ですので，まさに個人的な，我々がどうそれに対して思いを

持つかということに関しては，裁判員の間でも相当いろいろ意

見が出ましたし，正直，我々まさに量刑を決めるところが一番，

実は苦労した気がします。 

というのは，我々やはり当然素人ですし，どれぐらいの重さ

の刑が，刑罰そのものの内容と量刑というものの妥当性という

のは，当然，我々は余り普段意識することはありませんので，

どちらかと言うと，ちょっと比較するのはうまくないかもしれ

ませんが，私の担当した事件で，仮に懲役が５年が妥当だとし

たら，私はむしろ，個人的にはですけども，強姦を何十件も，

何件もやっている，もしくは幼い子供に手をかけたといったほ

うが，１０倍ぐらい重くてもいいんじゃないかなと，例えば個

人的にはそういう感情を持っています。 

ただし，それは，やはり過去の判例とかも，最後のほうに量
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刑を決めるときに，裁判長の方にいろいろご紹介いただいて，

これぐらいの重さだったら，大体これぐらいでしたねというと

ころで，結局，比較対照していって，相対的にじゃ，この辺か

なというふうに，裁判員の皆で，気持ちの折り合いを付けてい

ったと，そういう感じでした。 

ですので，ある意味，いい言い方をすれば，非常にそういっ

た意味では感情は出せるけれども，落ち着きどころは，裁判長

の方がうまく落としどころを決めていただいたのかなと。 

逆に言うと，庶民感情というのが，そこである意味，枷がか

かっているというのはあるのかもしれません。それは，事件の

内容をその１事件の中で考えるというよりは，むしろ，この事

件と，例えば殺人なら殺人，強姦なら強姦はいいんですけども，

それぞれの軽重というものに関して，相対的に考えるというこ

とができていないような気がします。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

 では，龍岡委員，どうぞ。 

龍岡委員 

 龍岡です。私は，前，裁判官をやってましたんですけど，幾

つかというか，たくさんお聞きしたい点があるんですが，ちょ

っとこの中で証人に尋問されたり，被告人に質問をされた方は

おられますか。 

 じゃ，その方にちょっと伺います。尋問や質問ですね，被告

人に対する質問というのは，十分できましたですか。聞きたい

点が十分聞けたんだろうかという点をちょっとお伺いしたいん

です。それから，もう少し聞きたいんですけど。 
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 今まで，余り発言されてない方どうぞ。 

１番 

 私が担当させていただいたケースでは，結構，加害者の方，

被告人の方に対する質問というのは，私だけではなくて，ほか

の裁判員の方からも出ていた気がします。 

 やはり論点が，被告人がどういうふうに感じたかとか，何を

思ってこういう行動をしたのかというところが，かなりメイン

になりましたので，そういった意味で，質問としてもわりと投

げやすい内容ではあったと。で，本人，目の前にいますので，

どういうふうに思ってたかと，率直な意見を聞けるという意味

で，質問の数は結構あったと思いますし，しやすさという意味

ではしやすい環境ではあったかなと思います。 

龍岡委員 

 質問することによって，自分の疑問に思ってたことって，や

っぱりよくわかるという感じですか。当たり前のことのような

んだけど，ちょっと念のために。 

１番 

 そういうふうに記憶しています。あと，調書だとか証拠だと

か，いろいろご説明いただく中で，自分としてはこういう理解

でいいのかなというところを本人に聞いてみるということがで

きましたので，私は，あなたが言ったこと，状況を鑑みて，こ

ういうふうに判断したんじゃないかと，こういうふうに感じた

んじゃないかと思ってるんですけれども，そのあたりはどうな

んですかということで，それがイエスなりノーなり，ちょっと

違うとか，そういうコメントが返ってきたりするんですけれど

も，答えをもらうことで，ああ，やっぱりそうだったのねとか，
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やっぱり思ったのとちょっと違うねとか，そういう議論にまた

つながりますので，非常に有意義だと思います。 

龍岡委員 

 今，１番の方は自白事件だったんですけど，否認の事件の方

にちょっとお１人，お伺いしたいんですけれども。どなたでも。 

４番 

私は，裁判員６人と，補充員２名の計８名のうち，質問を自

らしたいと申し出たのは，私，含めて３名。で，それぞれが２

点か３点ずつ，質問したんですけど，私は２点質問して，２点

目のほうは，１点目の質問の答えが意外だったので，しなくて

済むことになっちゃったので，１点だけ質問して，それで私は

十分納得がいきました。 

司会者 

 ７番の方，自白事件ではあるんですけれど，まだ１度もご発

言になってないんで，この機会にどうぞ。 

７番 

 私も１回か２回，質問をさせていただいたんですが，十分，

自分のその疑問点については，確認をできたかなと思ってます。

あと，ほかの方が質問もいくつか積極的にされていたので，全

体としては，疑問が残らない形で，審理が進められたんじゃな

いかなという感触を持っています。 

司会者 

 そのほかの方，どうぞ，椎橋委員。 

椎橋委員 

 椎橋と申します。４番の方にお伺いしたいのですが，否認事

件で９日もかかって，大変難しい事件だったと思うんですけど，
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さらに区分審理ということでですね，この区分審理について，

最初，前の事件についての説明を受けて，それから強姦致傷の

事件について審理するということで，その量刑はすべてについ

て行われたんですよね。 

 前の事件と，それからご自分で事実審理をした事件と合わせ

て量刑をするということについて，その両方を自分のところで

行うということについては，何か問題を感じたとか，あるいは

スムーズにいったとか，そのあたりで何か感じたことはござい

ましたか。 

４番 

 はい。要は，量刑は全部にわたってやるけども，裁判員とし

て呼ばれたのは，その中の１件だけだと，そういうことなのか

なと思うんですけども，これは，違和感は感じました，最初。

しかし，１０件も同じような事件をやっていたら，恐らく最長

で，ここで１９日とありましたが，そんなもんじゃ，多分進ま

ないでしょうし，現実論として，これはやむを得ないのかなと

思っています。 

 あと，裁判官から聞いたと思うんですが，裁判員を呼んでや

らなければいけない罪名の中には，強姦は入ってないとか。私

は強姦致傷というので呼ばれているので，そういう意味で法的

にも仕方がないということだったんで，少し当初は違和感を覚

えましたが，そこは納得の上で活動できたと思っています。 

司会者 

 よろしいですか。 

 どうぞ。 

内田委員 
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 内田と申します。専門は心理学なんですが，今までの経験者

の皆様の言葉を伺っておりますと，実に真摯に，誠実にこのこ

とに取り組まれたということに，まず敬意を表したいと思いま

す。 

 で，私は言葉に非常に興味を持っておりまして，特に討論の，

本当に対等に討論ができるのかということに興味を持っている

ものですから，その観点から，評議の場で，これは表に見えな

いものですから，裁判は傍聴することはできますけれども，評

議の場で，一体，専門家の裁判官と，それからある意味では法

律に素人の市民の方との間で，対等な討論というのが進行した

のかどうか。 

先ほど２番の方がおっしゃられた，ちょっとそれを示唆する

ようなご意見を言われましたけれども，お弁当を一緒に食べな

がら，日常の話をしながら，リラックスした雰囲気の中で話が

できたというようなご紹介もあったんですけれども，実際に，

評議は，見えないものですから，どなたでも結構なんですが，

１番の方とか，あるいは５番の女性の方に聞かせていただきた

いと思いますが，いかがでしょうか。 

評議の場での，皆様方，裁判官の方との評議の場で，自由に

意見を言ったり，あるいは質問したり，自分の取り組んでいる

裁判について，理解するために，うまく評議の場での討論とい

うのができたのかどうか，そのあたりをお聞かせいただきたい

と思います。 

１番 

 答えとしては，「はい」というところなんですけれども，ま

ず，事件の内容が何であれ，こういう場に呼ばれて意見をしな
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さいということ自体が非日常だと思うんですね。 

で，そうなったときに，いろいろ聞かされて，話をしてくだ

さいと，そういう形での議論であれば，皆，躊躇してしまうと

いうか，意見すること自体がすごく難しいなと思うんですけれ

ども，まず，招集された際に，どういう形で評議というのを行

いますと。どういう形で討論していって，どういうところであ

なたの意見をこういうふうに聞きますので，言ってくださいと。 

そういう枠組みがかなり私のケースでは，しっかり事前に質

問等々あって，皆で理解したという気持ちでおりますので，す

ごく発言もしやすかったですし，そして，この事件の被告人が

女性だったんですね。そういった意味でも，男性のほうから，

女性ってこういうとき，どういうふうに思うんですかとか，そ

ういった質問もかなり出ましたし，専門知識を持ち合わせてな

くても，その議論をリードされる方の受け入れ態勢というか，

こういうふうに話を進めていったらいいんじゃないかと，そう

いうやり方というのにもよるんだと思うんですけれども，私の

ケースでは，非常にスムースに議論が進んだと記憶してます。 

３番 

まず１日目は，裁判員の人たちがとても緊張してたと思いま

す。特に男性の方とか，緊張してまして，でも，裁判長もそう

だし，裁判官の人たちもすごくフランクで，法廷では緊張して

たんですが，部屋に戻ってくると，まず冗談とか言ってくださ

って，すごく場を和ませてくださって，で，よくテレビで見る

裁判長とかのイメージとは全然違って，こんなにもすごい人間

味あふれるというか，すごく普通の感覚の方たちなんだなって

いう印象で。 
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で，２日目に入ったら，１日目はすごい緊張した男性の方が

すごくしゃべるようになって，自分は本当はこう思ってたんだ，

ああ思ってたんだってことを，すごくしゃべるようになって。

で，皆いろんな意見を言えるようになったので，私のときは，

すごく裁判官の人たちが話しやすい雰囲気を作ってくれて，よ

かったと思ってます。 

５番 

そうですね。やはり私も裁判官，裁判長の方と会うのは初め

てだったので，どんなえらそうな人たちなのかなっとは思って

たんですが，１名，裁判官の方に女性の新人の方がいたってい

うことも，和ませる要因だったのかなと思いますが，とても３

人とも，非常によい方で，そういうのもあって，思った以上に

皆さん，意見をすごく聞いてもいないのに，言い出して。 

 もう，わあっという状態で１日が終わる感じだったので，緊

張するというのは一切なく，思ったことを素直に，自分が日常

こういうことをやってるから，こうなんだよというのが，意見

がすごい飛び交ったのに，私は自分自身びっくりしました。 

司会者 

 内田委員，いかがでしょうか。ほかの方にもお聞きしてみま

しょうか。 

 じゃ，そちらから評議の感想を，何でも結構ですので，述べ

ていただけますでしょうか。 

８番 

今日は辛口でと言われましたので，余り話さないようにしよ

うと逆に思ったぐらいで，非常にすばらしい進行をしていただ

いたと思います。 
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特に陪席の裁判官のお二人は，すごく若い方，若い男女だっ

たんですが，いわゆる美男美女でして，これ，裁判員用なのか

なと思ったぐらい，どんなサービスなのかなと思ったぐらい，

非常にホテル並みの気遣いだなと，正直思いましたね。 

もっと言うと，そこまでサービスしなくても，高給取りなわ

けですから，もっと職務に励んでいただいていいのになと思う

ぐらい気遣っていただいて，かえって恐縮した思いがあります。 

実際，評議自体は，非常に先ほど１番の方もおっしゃいまし

たけども，最初に考え方と，あと，どの場面でどういったこと

についてコメントをもらいたいというのは，最初にかなりきち

んと説明いただきましたので，全くフリーハンドで話せと言わ

れたら，確かに何言っていいかわからないようだったと思うん

ですけれども，そこはうまくリードしていただけたかなと思い

ます。 

７番 

そうですね。私のところの裁判長，裁判官，非常にやはり気

を遣っていただいているというのは，非常に伝わってきました

し，恐らくその裁判長のスキルによるんだろうなと。でも，今

日の皆さんの話をお伺いして，一律同じような反応というか，

サービスというか，対応されているというのを聞いて，恐らく

ファシリテーションというのを徹底されているんだろうなとい

うふうに，クオリティがかなり高いところで運営されていると

いうのを感じました。その辺は個別にというよりは，何らかの

ファシリテーションの共通なトレーニングとかをやっているの

かなというのを，逆にちょっと聞いてみたいなと。 

 裁判官に任せているのか，それともある程度，そういうトレ
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ーニングをして，ある程度フレームワークをつくって，多分や

っているんじゃないかなと。お菓子を買ってくるとか，実はそ

ういうのも一応ノウハウ的には共有してるんじゃないかなあと

思えるほど，レベルの高いファシリテーションの場だったよう

な気がします。 

６番 

ほんとに驚くぐらい，全く同じ感想ですね。評議で発言しや

すい，そういう雰囲気づくりを非常に気を配ってしていただい

たという印象です。 

司会者 

 ほかの方，よろしいですか。はい，どうもありがとうござい

ます。 

 そのほかの委員の方で，いかがでございましょうか。 

 じゃ，岩橋委員。 

岩橋委員 

 どなたでも結構なんですけれども，検察官の立場でいろいろ

とお聞きしたいことがあるんです。調書というものが，お読み

になったと思うんですけども，先ほど，どなたかが，調書とい

うのは，６番の方ですかね，でき過ぎてるというようなことも

おっしゃったんですけども，調書の重みといいますか，ほんと

のことを書いてあるのか，それとも，この人がほんとにそうい

うことを言ったのかというところは，正直言って，どうなんで

すか。 

 先ほどの話だと，状況証拠があれば，それでもう被告人が何

言ってても，これで勝負あったみたいな，８番の方がおっしゃ

ったんですけども，そうであるならば，調書なんか要らないと
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いう話なのか，そのあたり率直なところをお聞かせ願いたいと

思うんですけれども。 

それでは，６番の方，ちょっとお願いできますか。 

６番 

 いや，調書が要らないという話ではなくて，そうですね，証

人尋問の中で，証人が調書をとられた状況を事細かに説明する

シーンがあって，そこで調書の信頼性というのを，皆疑った部

分がその裁判ではあったんですけれども，数ある証拠の一つと

して，調書の存在が非常に重要だったというふうには思ってい

ます。 

岩橋委員 

 それじゃ，３番の方にちょっとお聞きしたいんですけれども，

先ほど冒頭で，証人尋問か調書かという話になって，仮に被害

者が出てきたら，刑が重くなったかもしれないという発言もさ

れたと思うんですけれども，今回は，経験された裁判では証人

が出てこなくて，調書だったんですけれども，それで十分だっ

たということなのか，それともやはりでき過ぎてるなというご

感想だったのか，そのあたりはいかがでしょうか。 

３番 

 被告人が，薬の乱用で，そのときも心身ともに衰弱してまし

て，何か，体もいつも震えてて，声も震えてて，言うことも，

毎回毎回，違うようなことを言ってたので，裁判員が質問して

も，昨日言ったことと今日言うことが違うというような，言う

ことが毎回違うから，何を正しいって思うのかというと，もう

調書とか，そういったものでないと判断できないかなって思い

まして。 
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被告人の言うことは，今，言ってることは，多分，ちょっと

薬の関係で，頭のほうもちょっと整理できてないかなと思いま

して，なので調書とかはすごく重要視しました。 

いろいろと質問とかする機会もあったんですが，結局は時間

の無駄というか，言ってることが毎回違うから，もう昔の，そ

の人の言った発言に戻ろうかという，そういったことを評議の

間，話し合ったりとかしまして。 

ちょっと話は変わるんですが，先ほど，もし被害者の方とか

が出てきて，お話ししてくださったら，もうちょっと被害者の

方に添った量刑ができたかもしれないって，さっき思ったんで

すが，評議の中では，皆，自分がもし被害者だったらどう思う

かということは，すごく話し合いました。 

いろいろ話して，そういう話の中から量刑を決めていったん

ですが。 

司会者 

 被害者の方は，証人として出ていらっしゃらなかったわけで

すね。それで，供述調書という形で被害の状況を理解しようと

されたわけですが，それで十分だったかどうかというような，

そういう点，いかがでございましょうか。 

３番 

私は，十分だったと思います。 

酒巻委員 

 さっきの話に戻ってしまいますが，皆さんのお話では，裁判

官の評判がものすごくよくて，様々の配慮が行き届き，評議で

は話しやすかったとのことでした。私のような大学の先生は，

疑り深いのでそうじゃない場合もあるんじゃないかと思うので
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す。とっても話しにくかったとか，あるいは，裁判官がしゃべ

ると，向こうはプロですから，何かちょっと気圧されてしゃべ

りにくいとか，そのようなことはありませんでしたか。 

裁判員制度を設計するときには，一般国民の方と，毎日毎日

裁判をやっている裁判官とは，随分，知識，経験の差があるの

で，プロがしゃべり過ぎると，一般の方はしゃべりにくいんじ

ゃないかとか，いろんなことを想像しながら制度を設計したん

です。 

先ほどの皆さまのお話では，裁判官が実に立派にしゃべりや

すい雰囲気を作っていたそうですが，ほんとにそうだったのか，

もし悪い面や，もっとこうしたらよかったといった側面もあり

ましたら，ぜひ言っていただきたいと思うのです。いかがでし

ょうか。 

４番 

はい。その話しやすさの場作りというのは，私もプロかなと

思うぐらいでした。先ほどの方の質問で，評議中話のレベルが

合ってたのかという質問があったんですが，私どもの事件につ

いて言えば，最初の段階では，やっぱり裁判員にも個体差とい

うのがあるというか，感じで，ちょっと何を言ってんだろうな

んていうレベルだったんです。結構乖離はあったんですけども。 

裁判長は，最初に言っていただいた言葉は，まずこの事件に

対して個人的にどう思いますかというアプローチをしていって

くれたので，非常に皆さん，話しやすいスタートの場をつくっ

てくれたので，非常にそこら辺は裁判長はうまい方だなって，

私は思っています。 

司会者 
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 いかがでしょう。ほかの方でも，今のご質問に対してお考え

になっているところがおありでしたら，２番の方，いかがでし

ょうか。 

２番 

 ３名の裁判官の方と接して，何かおかしいじゃないかとか，

けしからんことを言うなというようなことは，正直ありません

でしたね。ですから，特に，何か意図して，いいような話をし

ているわけではありません。 

ついでに言わせていただければ，法廷で検察官も被告人を呼

び捨てになんかしてないですよね。そういうのも，裁判員とし

て出席して，参加している者にとっては，何かソフトにすっと

入っていけるような感じがして，悪いことじゃないなというよ

うな気もしました。 

裁判官の印象もよかったのと，検察官もテレビドラマで見る

のとは随分と違う接し方をされてるんで，私個人としては，裁

判官，それから弁護人，検察官ですね，公平に，何か先入観な

しに，それぞれの方の意見を私なりに咀嚼して，評議室では意

見を言ったつもりです。 

司会者 

 椎橋委員，どうぞ。 

椎橋委員 

 その点に関連するんですけれど，例えば，審理の中では法曹

の方々はわかりやすい言葉を使って，お話しされていると思う

んですけれども，それでも専門用語というのはときどき出てく

ると思うんですよね。 

 その専門用語について，どうももう一つわからない，だけど，
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もしかしたら，わからないのは自分だけかもしれないと考えて，

少し質問するのは気後れするというような形でしばらく審理が

進んでいってしまう。評議の中でもちょっと質問を控えてしま

うというような，そういうような場合というのはありませんで

したでしょうか。 

司会者 

 どなたでも結構なんですが，もしよろしければ，１番，３番

の方，いかがでしょうか。１番の方。 

１番 

 私が記憶している限りにおいて，そういうようなケースはあ

まりなかったように思います。「疑問があれば，その都度言っ

てください。」というふうに言われておりましたし，あと，結

構，休憩も細かに取っていただいたので，「一旦，ここまでで

だいじょうぶですか。」みたいな区切りが結構あったんですね。 

ちょっと休憩入る前にこれを聞いておきたいんですけれども

みたいなこともありましたし，あとは，個人の裁判員の方で，

ここまでは自分の中で理解したいけれどもっていうのは，個々，

差があるでしょうから，どこまで皆が全く同じ情報量で，全く

同じ理解にするというのは，どこまで行っても無理な話だと思

っているので，ただ，議論に参加する個人として，把握してお

くべき内容，持っておくべき理解というのは，十分にされてた

と思います。 

３番 

 裁判官の方は，すごく易しい言葉で話してはくださったんで

すが，ちょっと主婦歴が長くて，いろんな勉強もしてない中で

難しい言葉が出てきて，あれ，これはどういう意味かなあと思
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いながら，前後の話を聞いてて，多分こういう意味だろうなあ

なんて思いながら，でも，それを質問するのはちょっと恥ずか

しいので，何となくこんなことだろうなと思いながら，聞いて

たことはあります。 

司会者 

 で，最終的にその疑問は。 

椎橋委員 

 おわかりになって，それで何というか，ご自分が議論する，

評議をする上では支障はないというような形にはなったんです

か。 

３番 

 はっきり確認はしなかったので，あいまいなまま，きっとこ

ういうことを言ってるんだろうなっていうままで終わってしま

って，で，家に帰ったら，この裁判のことはとりあえず忘れて

くださいとか，言われたので，家に帰って，あの言葉をインタ

ーネットで調べたりとかすればよかったんですが，何か家に帰

ったら，ちょっといろいろ忙しくて，子どものこととか，いろ

いろ家のことをやらなければいけなかったので，そのことはは

っきりさせないまま，次の日を迎えてしまい，でも多分こうい

うことだろうなあって思いながら，３日間過ごしてしまいまし

た。 

司会者 

 ６番の方，どうぞ。 

６番 

 理解という部分で言うと，今日，最初にこの場に呼ばれた控

室に私が入ったときに思ったのは，多分，それぞれの裁判員裁
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判の中で，ある程度，自分で話ができる人を呼んだんじゃない

かな，ある程度，理解力があって，発言できる人を呼んだのか

なって，見た目で思ったんです。 

というのは，私が参加した裁判のときに，やっぱり見た目で

この人，大丈夫かなというようなレベルの人もいたので。あと，

年齢的にも，年齢的には２０代から８０近い方まで。割と国民

全体というか，社会全体で言えば，３割ぐらい，いや半分ぐら

いは，もしかしたら警察と検察も区別もつかないんじゃないか

なという気もしますし，そういう意味では，私，個人的にはわ

かった，理解してよかったと思ってるけど，もしかしたら参加

者の中にはわからないままだった人もいたかもしれないという

気はしています。 

司会者 

 どうぞ。 

内田委員 

先ほど，２番の方がとても重要なことをおっしゃってくださ

いました。やはり判例などを理解するのに，少し勉強の時間が

必要であったと。朝８時半から入って，その資料を読み解くよ

うな時間を自主的に設けられたというお話を伺ったのですが。

裁判員の皆様は，資料を持って帰れませんから，それを読み直

して，理解を深めるというような時間を設けたほうがよろしい

でしょうかというのが１つ。 

 それからもう１つは，６番の方は１９日もこの作業に，職務

に従事されたわけで，職場の方にも迷惑をかけたと言われてた

んですが，１９日にもなると，ご負担が多く非常に大変だとい

うことですよね。 
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どうなんでしょうか。第一に，判例を理解するための時間を

設けた方がよいのかという点，第二に，日数が長引くことによ

る負担という点，この２つの点を伺いたいと思います。 

司会者 

 どうぞ。 

８番 

私が参加して思いましたのは，先ほど酒巻委員のほうからご

質問があった内容にもちょっと絡むんですけれども，裁判官の

方と裁判員の我々との間で，何か大きな違いがあったかという

と，正直余り感じませんでした。 

むしろどっちかと言うと，裁判官かそうじゃないかというこ

とよりも，人生経験をきちんと持っていて，人の話をちゃんと

聞いてと，要は人として，この人すごいなと，人格者だなとい

う方のほうが，すごくいいリードをしていったというか，すご

くいい意見を言ってたように思います。 

それは，特に私が担当した事件の裁判官の方，私より年下の

方が２人ともということもあったのかもしれませんけど，そう

いう意味では専門の知識というのは，正直それほど必要性は感

じませんでした。むしろ，それは裁判官の方にお任せしていい

のかなと。 

で，実際，きちんと裁判に携わるということになると，もち

ろん２番の方，おっしゃったみたいに，勉強して，もっと公平

性もきちんと考えて，法的な解釈まできちんと我々が理解して

ということまでやらないといけないのかもしれないんですが，

恐らくそこは役割分担ということで，今の制度はやってるんじ

ゃないかなと思ってますので，限られた時間の中で，自分の意
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見，通常の感覚から出てくる意見というのを出せば，それで今

のところはいいんではないのかなと，もちろん改定の余地はあ

るのかもしれませんけど，そういう役割を与えられたんだと私

は思ってます。 

司会者 

 では６番の方，職場等も含めて，ご家庭も含めて，負担の問

題は，いかがでございましょうか。 

６番 

 家庭の負担という部分では，普段，会社へ行くよりも早く帰

れたので楽なんですけど，職場という部分では，今でも仕事に

負担がまだ残っていますし，人間関係も結構壊れたような気も

しますし，忙しくなるとぎすぎすとしますから。 

そういう部分では非常に大きい負担だったというふうに言え

ますけれども，個人的には周りの人は迷惑のほうが多かったん

でしょうけど，私，個人的にはメリットのほうが多かったんで，

マイナス面を補って余りある経験だったというふうに思います。 

司会者 

 どうぞ。７番の方。 

７番 

日数なんですけども，１９日間もというのを，今日聞いて，

そんなに長く担当された方がいて，ちょっとびっくりしたんで

すけども。自分がもし１９日間ということを前提に，前もって

わかっていたら，もしかしたら断っていたかもしれません。業

務上支障が出るので，受けられませんと。はっきり１９日間で

あれば，多分ノーと言ってたと思います。 

４日間というところで，ある程度折り合いはついた。せいぜ
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い１週間，それが１０日以上ということになると，正直，業務

上やはり問題があるので，そこは，それを強制的に出てくださ

いと言われると，やはりそれはいろいろ問題が出てくるんじゃ

ないかというふうには思います。 

司会者 

 ありがとうございました。 

じゃ，これは最後の１問ということで，よろしいでしょうか。 

今田委員，どうぞ。 

今田委員 

 参加されて，いろいろ心配，事前には心配されたけれども，

参加されていい経験だったと，重い職務を全うされた，で，あ

る程度の満足感も持っておられるという印象を持ちました。 

で，あえてここでお伺いしたいんですが，いろいろ懸念され

たものは，多くのものはクリアされて，うまくいったんでしょ

うけど，その中であえてお伺いしたいんですが，やっぱりこの

点は予想を超えてきつかった，厳しかったというようなことが，

もしおありでしたら，ぜひ教えていただきたい。 

司会者 

 どなたでもよろしいでしょうか。どなたか，お１人。じゃ，

３番の方，どうぞ。 

３番 

 １日目に台風が来てる時期で，学校が急に休校になってしま

って，ああ，どうしようと思って，子どもが，家にずうっとい

るのに，私も夕方まで帰れない。だからもう，休憩の時間のた

びに子どもに電話して，ごめんね，ごめんねとか，今，何やっ

てるとか，電話したんですよ。 
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で，２日目が終わるころに，台風来てるよという，で，裁判

長の方が，早めに帰っていいですよと言ったんですが，何と山

手線とか，いろんな電車がストップしてしまって，どうしよう，

帰り道ない，でも，旦那の職場がこの辺なので，新橋で待ち合

わせして，新橋から歩いて，最寄の駅まで行ってって。でも結

構，すごい時間がかかって，家にたどり着いて，ああ，これは

ちょっとしんどかったなと思いつつ，次の日は，電車も復活し

たので，時間どおりに行ったんですが。 

でも，ほかのメンバーも，１人以外は皆，遅刻せずに，３日

目集まって，いやあ，皆，昨日大変だったね。でも今日は間に

合うように頑張ったねという感じで，やっぱり皆，すごいやる

気で頑張ったんですが，天候の問題は結構，９月とか，あとは

地震のときとか，いろいろ大変だったんじゃないかなとかって

思いました。 

司会者 

 そのほかの方で。 

どうぞ，５番の方。 

５番 

 私は，期間中と，終わってから思ったことが２つありまして，

期間中，１つ目は，メンタル的にその人のことを家庭環境です

とか，親族とのつながりですとかを，いろいろ正しい判定をす

るためにいろいろ考えたので，自分で結構重くなってしまいま

して。６番の方みたいに，１９日もそれをずっと考えてたら，

どうなんだろうかっていうのは，今，１つ思ったことです。 

２つ目は，これ，終わってから思ったことなんですけども，

私たちは，やはり犯罪とはすごく無縁のところで生活してます
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ので，今回の判定が重かったんではないかなというふうに，ち

ょっと自分で思ったところがあります。 

司会者 

 １番の方，どうぞ。 

１番 

 私は，仕事をしてまして，裁判の期間中ちょうど自分の抱え

てる仕事が大変な時期だったんですよ。それは事前に察知する

とかではなくてお客様マターだったりする案件だったので，終

わってから，帰って次の日の朝２時ぐらいまでオフィスにいた

んですね。そういうことがやっぱり発生しますので。 

 幸い私の職場は，かなり裁判員制度というものに皆が興味が

あって，皆がすごいサポーティブな態勢でいたということが幸

いして，あまりいないこと自体がイシューにはならなかったん

ですけれども，ただ自分の調整が難しかったと，それに尽きる

んだと思うんですが。 

 それがすべてではないと思うので，企業によっては受入れ態

勢ができてないところ等いっぱいあるかと思うので，実際にい

らしてた裁判員の方でも，ちょっと会社がねと，そういう話を

ちらほら聞いたので，そこは今後，調整というか，何らかの改

善が必要だと思います。 

司会者 

 どうもありがとうございました。どうぞ。 

８番 

私，選任手続のところで，ちょっともう少しこうしたらなと

思うことがあったんですけども。選任手続にこちらに来て，そ

こで抽選で初めて，その日から，私の場合は４日間でしたけど
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も，４日間，拘束されるかしないかというのがわかると。とい

うのが，非常に仕事との調整をする上では，最後まで難しいと

感じました。 

 むしろ４日間，間違いなく拘束されるんだということのほう

が，かえってありがたいと思います。そんだけ周りにいろいろ，

例えば調整つけてもらって空けたのに，選ばれませんでしたと。

ちょっと帰るのは恥ずかしいなと。 

もう少し高確率で選ばれるのかなと思ってたのは，ちょっと

事前の私の勉強不足だったんですが，確か３分の１ぐらいの確

率で裁判員に選任されたんだったと思うんですが，これ，ちょ

っと申し上げていいのかわからないですけど，ですので，意外

とこれは確率低いなと，これはこのまま職場に戻って大丈夫そ

うなんだけどもどうしようみたいな，そういったのは正直あり

ましたね。 

あと，私の場合は，日数が短かったということもありまして，

あと裁判員として拘束される時間が，割りと夕方早めで終わっ

てもらえましたので，早めといっても５時，６時なんですけど

も，民間の場合はもっとそれ以上残業しますし。 

私も終わって，そのあと仕事に行って，大体普段やるような

ことを大体やってというのを並行してやってたわけなんですけ

ども，多分，調整の仕方という意味で言ったら，どれぐらい間

違いなく拘束される，されないというのがわかったほうが，多

分会社員には来やすいと思います。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

それでは，ほかにまだご質問なさりたい方もいらっしゃるか
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もしれませんが，一応，時間がまいりましたので，委員の方か

らの質問はこれで終了させていただきます。 

 報道機関のほうから，若干質問をしたいというふうに伺って

おりますので，質問がございましたらお受けいたしますが，い

かがでしょうか。 

じゃ，どうぞ。 

Ａ社甲記者 

 Ａ社の甲と申します。今月は司法クラブで，幹事社をしてお

りまして，司法クラブを代表して，有識者の方と裁判員経験者

の方々に，１問ずつ質問をさせていただきたいと思います。 

まず裁判員経験者へのお尋ねですが，有識者との意見交換会

を通じて，今後の裁判員制度の改善点について，今日新たに感

じたこととか，最後にもちょっと出ましたが，今日の議論を通

じて新たにこういうところはもうちょっと改善したほうがいい

なというふうに，お感じになった点があれば，教えてください。 

司会者 

 今のご質問ですが，先ほど８番の方は，若干それに言及され

たわけですが，そのほかの方で，こういう点は少し改善がされ

てもいいんじゃないかというような，そういう点がありました

ら，お答えいただきたいということなんですが，どなたでも結

構ですが。 

 お差し支えなければ，１番の方あたりから，いかがでしょう

か。 

１番 

 今日，違う事件を担当された方の意見をお聞きしてというこ

となんですが，自分のケースだけではなく，皆さん，共通して
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裁判長，裁判官の皆様に受入れ態勢が同じようにあって，非常

にレベルの高いディスカッションができたということは，ひょ

っとしたら自分のケースだけで，ほかのところは違ったのかな

という思いもあったんですけれども，それは１点確認できて，

すごくよかったと思っています。 

 個人の意見ですが，今の態勢がどうって，そういうところが

論点になったときに，今まで続けていらっしゃったことがその

まま今後も継続されていくのがベストなんじゃないかなと思い

ます。 

 あとは，先ほど少し申し上げましたけれども，職場への配慮

という意味では，やはり今後ちょっと考えていただけるといい

のかなと，そういうふうに思います。 

司会者 

 せっかくですので，もうお一方かお二方，ございませんでし

ょうか。 

 じゃ，４番の方，どうぞ。 

４番 

 はい。今後改善したほうがいいかなと思う点については，１

点だけありまして。何だっけ，検察と弁護人が理由も言わず，

却下できる権利があると。 

で，私の事件の場合は，何度も言っちゃって申しわけないで

すが，強姦ということで配慮した上だったのかもしれないです

けど，これ，言っていいことなのかな。８人全員男でした。私

自身は，それのほうがよかったのかなとも思ってんですけど，

実は親しい女性には，罪名だけはちょっと教えたんですね。 

そう言ったところ，女性にもいろいろ捉え方があると思うん
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ですけども，その女性は，そういう事件こそ女性の意見を入れ

るべきなんじゃないかっていうことを申してました。 

ですから，理由も言わずに裁判員を却下できるという制度は

どうなのかなと，正直，公平な意見を聞くためには，やっぱり

女性も入れたほうがあえてよかった事件なんじゃないかなと，

だから，あの制度はどうなのかというのは，ちょっと正直思っ

ています。 

司会者 

 今は，選任手続についてのご意見なわけですね。 

 もうお一方，ご意見がおありでしたら。どうでしょう。７番

の方いかがでしょうか。改善点等。 

７番 

 改善点ということになるかわからないですけど，日数が長期

にわたると，どうしても仕事をしている人には，それなりの影

響が出るので，それを制度なり何なりで社会全体としてそれを

サポートできるような，そこに裁判員に選任された場合は，会

社としてきちっとバックアップできるというような仕組みがで

きてないとなかなかそこに集中できないというのが現実なんじ

ゃないかなと思ってまして，そういう仕組みづくりというのは，

やってかなきゃいけないんじゃないかなと思っています。 

司会者 

 Ａ社の方，よろしいですか。 

 じゃ，もう１問，どうぞ。 

Ａ社甲記者 

 有識者の方にお尋ねですが，今日，裁判員経験者の方のご意

見をじかに聞いたことによって，今後，裁判員制度の意義とか
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課題について，新たにお気付きになった点とか，ございますで

しょうか。 

 また，そのお気付きになった点を今後の議論にどう生かして

いきたいというふうにお考えですか。 

司会者 

 委員の方，どなたでも結構ですので，ご質問にお答えいただ

けますでしょうか。 

龍岡委員 

どなたもお答えにならないんで，そうですね。今日，伺って

て，勤務をしている方の関係がかなり大きな問題になったなと

いうことを感じます。こういう方にも参加していただきやすい

ような体制をやっぱりつくっていかなければならない。それは

どうしたらいいかということを，今後とも検討していかなけれ

ばならないんじゃないかなというふうに思います。 

私の印象では，非常に皆さんよくやっていただいてるなとい

う感じで，特にこの中で６番の方ですか，１９日間も参加され

たという，こういう方もおられるということで，それが現実に

は可能だったわけですけど，これからまだもっと長い事件，長

い職務従事日数を必要とする事件も多分出てくるだろう。それ

に対してどう対応していくかというのは，１つ，大きな課題で

はないだろうかと。参加していただければ，皆さんほんとによ

くやっていただいてるんで，制度としては非常に順調に動いて

るなという印象を持ちました。 

司会者 

 桝井委員，どうぞ。 

桝井委員 
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 なかなか難しい質問で，今日，新たに気付いたことは何かと

いう質問で，答えにくいという点があるので黙ってたんですが，

申し上げると，まず新たに気付くというよりも，改めて，裁判

員制度の中で参加された方々が，裁判官という極めて専門の方

と，いわゆる市井の方というか，うまくかみ合う形で議論が進

んでるんだなということを，目の前で話を伺って，納得できた

ということが，まず非常に大きいと思います。 

 それから，それが一番大きいし，恐らくこれだけの貴重な経

験とおっしゃったものが，そういう経験，非日常の経験を経ら

れて，これからどのように社会の中で発酵していくというか，

いくのかなという期待を強く持つことができました。 

 それから，やや技術的なことですが，新たに気付いた点と申

し上げますと，これまで私なんか，裁判員裁判を見学したとき

なんかは，やはりちょっと調書を読む時間が長くて，これはな

かなか理解しにくいんじゃないかという印象を強く持っており

ました。それは変わらないんですが，ただ，そういう単純なこ

とではないようだとも思いました。例えば，覚せい剤事件で，

否認してるときに，法廷でいろいろ否認をするのを見ていて，

それから調書が出てきて，またそこで考えてみるということも

１つの道ではあったということをおっしゃる方もおられました。 

また，その一方で，やはり，そこの直接生の，そこにいる人

に質問する，その上手下手，その場での，これがやっぱり重要

だという，当然の意見がありましたが，同時に調書も，日本的

な刑事司法という脈絡の中で，その使い方というものはあるの

かもしれないなと感じました。新たな使い方，あるいは新たな

形の調書ということかもしれませんが，そのようなことを今日，
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新たに気がついたということであれば，そんな感じを今，ざっ

と思ったという次第です。 

司会者 

 ありがとうございました。 

もうお一方程度，ご感想をお聞かせ願えればと思うんですが，

いかがでございましょうか。委員の方で。 

 いかがですか。じゃ，内田委員，何かございますか。 

内田委員 

 先ほど，やっぱり家に帰って非常に気が重く，５番の方だっ

たかもしれませんが，やはりその裁判のことを振り返って，非

常に重くなってしまったというようなことで，心理的なご負担

というのが非常にあって，それが何日も続いたら潰れてしまい

そうというような，そんな中でもきちんと取り組んでくださっ

ていたんだということにまず驚きました。 

ただ，やはり８番の方が言ってくださったように，役割分担

って，自分は，自分の感覚でその場に参加して，意見を言えば

いいんではないかというふうに，少し気持ちを軽くするという

ような，そのためのサポートの仕組みというのも，少し考えて

いくといいのかなと。 

今，いろんな形でのサポート体制というのはでき上がってい

るんですけれども，やっぱりこの裁判中にも，ちょっと気が重

くなってしまったというようなときに，やっぱりそれを受け止

めるようなところも少し考えたらいいのかななんていうのを，

先ほど伺っていて思いました。 

で，評議については，非常に私は安心いたしまして，やはり

裁判員制度を取り入れることで，国民が司法に参加する，そう
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いうふうな水準にまで，私たちの意識というのが高まってきて

いるんだなということで，ほんとによかったなという，そうい

うふうな全体的な感想は持ちました。 

司会者 

 どうもありがとうございました。 

報道機関からのご質問は，以上でよろしいでしょうか。 

じゃ，どうぞ。 

Ｂ社乙記者 

 Ｂ社の乙と申しますが，６番の方にちょっとお伺いしたいん

ですが，先ほどの調書について，話ができ過ぎていて，ストー

リーとしてはわかりやすかったけども，腑に落ちない部分があ

ったというふうにおっしゃったかと思うんですが，腑に落ちな

いというのは，要は，でき過ぎていて，そのまますんなり信用

しづらかったという，そういう趣旨でいらっしゃったんでしょ

うか。 

６番 

 基本的にそうです。先ほど申し上げたんですが，証人が調書

をとる様子を事細かに説明した，証人尋問のときにそういうシ

ーンがありまして，で，そのときに，自分が言ってないことを

書かれて，それで最後に，検事に泣き落としにあって，名前書

いて，拇印を押しましたみたいな，そんなことを言ったことが

ありまして，確かに調書のとおりよりは，その場で証言した証

人の話のほうが，腑に落ちるな，合点がいくなというふうに感

じたシーンが１度ありました。 

司会者 

 もう１点。どうぞ。 
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Ｂ社乙記者 

同じく６番の方にちょっとお伺いしたいんですが，先ほど，

最後，判決を出すときには，この人がやったんだろうと思った

けども，やってないと言われていて，ちょっと不安になったと，

そのあとで，控訴してくれたのでというお話がありましたか。 

６番 

 はい。すぐ控訴しましたね，被告は。 

Ｂ社乙記者 

控訴するかどうかというのは，やっぱり気になって，ご自身

で注意して，確認か何かをされたということでしょうか。 

６番 

 判決のあとで，すぐに控訴があったので，裁判長が教えてく

れたような気がします。 

Ｂ社乙記者 

それは，控訴してくれたので，ちょっと気持ち的に少し楽に

なったということなんでしょうか。 

６番 

 そうですね。そのときはそういうふうに思ったと思います。

判決自体に疑問を持っていたとか，この人は本当は無罪かもし

れないとか，かもしれないレベルまで思っていたわけじゃない

んです。 

 ただ，私の考え方として，世の中に絶対があるという，そう

いった考え方はしないので，どこか何かひっくり返ってという

ことは，論理上は，０．０００１％はあるかもしれないという

部分での引っ掛かりが，控訴によってゼロになったというか，

そういう気持ちにはなりました。 
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司会者 

 よろしいでしょうか。 

 それでは，ほぼ時間もまいりましたので，これで意見交換を

終わらせていただくことにいたします。 

 有識者を代表されて，椎橋委員のほうからごあいさつをなさ

るそうですので，どうぞ。 

椎橋委員 

 裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会の座長を務めてお

ります椎橋でございます。本日は，裁判員経験者の皆様には，

お忙しい中，お集まりいただき，また貴重なご意見，ご感想を

お聞かせいただきまして，誠にありがとうございました。 

私たちは，裁判員経験者の方々のご意見とかご感想につきま

しては，裁判のときにお願いしておりますアンケート，そうい

ったものを通じまして間接的には皆様の声に接するということ

はございます。 

また，私どもの委員会は，裁判員制度が実施されたあと，例

えば，統計データとかアンケート調査，地方裁判所の実情等，

それらの各種データ等を用いて，この制度の運用状況というも

のを分析するなどして実証的に検証していくことを主な仕事と

して行っております。 

しかしながら，裁判員裁判を経験された方から，直接生の声

をお聞きするということはございませんで，本日が初めての機

会でございました。そういう意味で，本日，裁判員裁判を経験

された皆様方から貴重なお話を直接伺うということができまし

たことは，私ども懇談会のメンバーにとりまして，この上なく

貴重な経験となりました。 
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そのことにつきまして，懇談会委員を代表いたしまして，篤

く御礼を申し上げたいと思います。 

今後の懇談会におきましては，本日お伺いしましたご意見，

ご感想というものを常に念頭に置きながら，裁判員裁判の運用

の改善に向けて，より実りのある議論ができるように努力して

まいりたいと強く思ったところでございます。 

最後にこのようなすばらしい機会を設けていただきました東

京地方裁判所の皆様にお礼を申し上げまして，私からのごあい

さつとさせていただきたいと思います。本日は誠にありがとう

ございました。 

司会者 

 それでは，皆様からありましたご意見，これを私ども実務家

も真摯に受け止めまして，法曹三者協力して，よりよい裁判員

裁判を目指して取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。 

 さて，本日，経験者の皆様にはあらかじめお話ししておりま

せんでしたが，傍聴席で最高裁判所の竹博允長官が意見交換

会を傍聴しておられました。裁判員裁判を実際に経験された皆

様の裁判員裁判に対する忌憚のない生の声を，ぜひ直接お聞き

したいということで，本日傍聴されていたものであります。 

 裁判員経験者の方々と有識者の皆様の意見交換のお邪魔にな

らないようにということで，先にごあいさつするのは控えてお

られましたけれども，ここで一言，長官より皆様にごあいさつ

をさせていただきます。 

竹最高裁長官 

 高い席から立ったままで失礼いたしますが，一言お礼を申し
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上げたくて，発言させていただきます。 

 この会が開かれるということを伺いまして，ぜひ傍聴させて

いただきたいということをお願いいたしました。 

 裁判員の方には，ちょっと不意打ちになってアンフェアだと

思うんですが，冒頭に司会者のほうからお話がありましたよう

に，今日はできるだけ辛口のお話を聞かしていただきたいとい

うのが，会の趣旨だと伺っておりましたので，運営する責任者

の側が座っているということになれば，辛口の意見も言いにく

いだろうと思って，あとでその点はおわびするということで，

傍聴させていただいたわけであります。 

 裁判員制度が始まりまして２年半余りになります。これまで

のところ，非常に順調に運営されてきているというように言わ

れておりますし，私もそう考えております。 

つい先日，この領域では大先輩に当たりますアメリカの連邦

最高裁判所の退官された裁判官の方がお見えになって，日本で

裁判員制度を始めたそうだけれど，どうしてそんなにうまくい

っているのかと，どこにその理由があるのか知りたいというこ

とを言われました。 

私は，基本的に言えば，裁判員となる方の誠実な姿勢という

のが一番の理由であろうということを申し上げました。非常に

高い出頭率，そして熱心に審理に臨まれ，また活発に評議にお

いて意見を言われているということは，裁判官を通じても，あ

るいは報道機関を通じても，耳にしていたところであります。 

そういう意味で，いいスタートを切れたというように思って

おりまして，この席で改めてお礼申し上げたいと思います。 

ただ，そうは言いましても，裁判員制度というのは非常に大
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きな制度でありまして，検討すべきことはたくさんありますし，

これが国民の理解を得て，定着していくためには，常時見直し

ていかなければならないと思っております。 

今日も出ましたが，どうすればもっと参加しやすい制度にな

るかとか，あるいは，もっと裁判員の方が理解しやすいとか，

意見を言いやすい制度になるかというようなことを，私どもと

しては，常に考えていかなければならないというように考えて

いるわけでありまして，そういう点で，懇談会の方々のご意見

も伺いながら，制度の改善に努めていきたいと思っています。 

裁判員制度というのは，法律家と，それから一般の国民の方

が，それぞれの事件において意見を交わすということで，互い

に進歩していくということを前提とした制度でございます。 

同時にまた，今日のように，それを経験した人と，全般的な

運営に関与する人とが集まって，意見を交換するということも，

また大いに意味のあることだろうと思います。 

そういう意味では，皆さんには，既に二重の意味でこの制度

に貢献していただいたわけでありまして，本当にありがとうご

ざいました。 

我々としては，これを参考にして，今後大いに努力していき

たいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。今日は

どうもありがとうございました。 

司会者 

 それでは，長時間大変ありがとうございました。 

以 上をもちまして，裁判員経験者の方々と有識者の委員の

方々との意見交換会を終了させていただきます。 

 本当にどうもありがとうございました。 
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